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保育料滞納者に対して滞納処分を実施します！！ 
 

 

 

 

保育料滞納者の財産調査及び財産差押の実施！！ 

 

滞納処分手続きの一環となる財産調査に着手し、保育料滞納者の中で滞納額が大きい

上位 50 人のうち、文書・電話での催告では自主納付に応じない 45 人に対し、平成 19

年 8 月 27 日付けで差押事前通知書を配達記録郵便で送付しました。 

納付指定期限の平成 19 年 9 月 14 日（金）までに全額納付、または平成 19 年度内に

完納（分納を含む）する約束が取れない場合は、財産の差押（滞納処分）を実施します。 

 

 

１ 上位 50 人の状況 

   総額：76,711,825 円 （最高額 2,563,500 円～50 番目 1,204,800 円） 

   職種：会社員 42 人、自営業 6人、公務員 1人(本市職員ではありません)、 

その他 1 人 

 

 ２ 最高額保育料滞納者の状況 

・滞納額 2,563,500 円 

  ・児童 4人分の保育料を滞納 

・延べ月数 142 か月分 

（内訳）Ａ児童 1 年 5 か月分、Ｂ児童 1年 8か月分 

Ｃ児童 4 年 2 か月分、Ｄ児童 4年 7か月分 

 

 ３ 差押対象財産 

   給与、預金、生命保険及び不動産等 

 

 ４ 今後の処分対象 

   まず、滞納額が大きい上位 50 人を対象に財産調査及び財産差押の実施を進めます

が、今後、滞納額の大きい滞納者から順に、差押事前通知書の送付及び指定期限ま

でに納付が無い場合には、滞納処分を実施していきます。 

 

 

 



                    
＜参考資料＞ 

 

１ 基礎数値 

（１）施設数･･･383 か所（平成 19 年 4 月 1 日現在） 

     （内訳）市立保育所；108、公設民営；2か所、民間保育所；273 か所 

（２）入所児童数･･･33,442 人（平成 19 年 4 月 1日現在） 

（３）平成１８年度分滞納者数･･･催告件数（児童数） 3,292 件 

（４）滞納額 

＜18 年度分＞224,600,420 円、収納率 97.67％ 

   ＜過年度分＞486,504,074 円、収納率 11.58％ 

   ＜ 合 計 ＞711,104,494 円、収納率 92.46％ 

   

２ 現在行っている催告・納付指導等 

（１） 督促・・・・・・毎月、前月分の滞納者に対し、ハガキで納付指導 

（２） 文書催告・・・・年３回（４月、７月、11 月）催告状及び納入通知書を郵送 

（３） 電話催告・・・・保護者が在宅している可能性が高い夕方から夜を中心に電話で催告 

（４） 呼び出し催告・・市庁舎に呼び出し、催告及び現金徴収 

（５） 重点催告・・・・高額滞納者（100 万円以上）に対しては重点的に催告 

 

３ 保育料滞納処分の流れ 

  

□法定：地方自治法231条(調定及び納入の通知）

□法定：地方自治法231条の3第1項、市税外徴収条例2条（督促）
☆「差押」執行の前提条件（国税徴収法第47条

○毎月20日頃督促状発送時点の滞納者を抽出してリスト配布
○履行催告、滞納原因特定、生活状況把握等を目的とする

○一斉催告は年3回実施（4月、7月、11月）
○納付催告及び履行手段提供等を目的とする

○事前通告及び最終意思確認を目的とする

□法定：児童福祉法第56条第10項、国税徴収法第47条第1項ほか

○即時取立債権等を除く財産について、公売・取立の警告として実施

□法定：国税徴収法第3節ほか（不動産は公売、債権は取立）

□法定：国税徴収法第4節

（注）上記手順は一般的な流れであり、担保保全のための緊急な場合等を除く。
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